
令和７年度 

八戸市健康福祉審議会 民生委員審査専門分科会 

日 時 令和８年３月２３日（月）１４時 

場 所 八戸市庁別館７階 会議室Ａ 

次 第 

１ 開 会 

２ 専門分科会長あいさつ 

３ 議 事 

 

（１）副専門分科会長の選出について 

（２）民生委員・児童委員の委嘱状況について・・・資料１ 

４ 閉 会 



民生委員審査専門分科会 委員一覧 

任期：令和７年６月３０日～令和１０年６月２７日 
（中途就任者は所属団体下に就任日を記載） 

◎専門分科会長：田名部 裕美    ○副専門分科会長：欠 

区分 所属団体・役職 氏名 

市議会の議員 八戸市議会議員 民生環境常任委員会委員長  田名部
た な ぶ

 裕美
ひ ろ み

 

福祉関係者 八戸市社会福祉協議会 事務局長 間山
まやま

 路代
みちよ

 

 八戸地区介護保険事業者協会 理事 中谷
なかや

 美由紀
み ゆ き

 

学識経験者 
八戸学院大学健康医療学部人間健康学科 学部長・学

科長・教授 吉田
よしだ

 守
もり

実
み

 

 八戸市小学校長会 山口
やまぐち

 徹
とおる

 

地域支援関係者 
八戸市民生委員児童委員協議会 会長 

（R8.1.6委嘱） 楢山
ならやま

 義則
よしのり
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民生委員・児童委員の委嘱状況について 
 

１．一斉改選における委嘱状況について（令和７年 12月１日時点） 

 

１）性別 

区分 民生委員・児童委員 主任児童委員 計 

男 184人  3人  187人  

女 248人  38人  286人  

計 432人  41人  473人  

 

２）新任・再任の別 

区分 民生委員・児童委員 主任児童委員 計 

新任 75人  2人  77人  

再任 357人  39人  396人  

計 432人  41人  473人  

 

３）年齢別 

民生委員・児童委員             主任児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 民生委員・児童委員 主任児童委員 全体 

平均 69.3歳  62.6歳  68.8歳  

最高齢 84歳  76歳  ―  

最年少 38歳  47歳  ―  

  

資料１ 

～49歳

4人

10%

50～59歳

8人

19%

60～69歳

20人

49%

70～79歳

9人

22%

～49歳

12人

3%50～59歳

28人

7%

60～69歳

139人

32%

70～79歳

235人

54%

80歳～

18人

4%
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２．一斉改選後の委嘱状況について（令和８年３月１日現在） 

 

１）八戸市の配置定数及び実数の状況 

区分 定数 
委嘱者数 
(12/1時点) 

解嘱 新規委嘱  
委嘱者数
(3/1時点) 

欠員数 

民生委員・児童委員 491人 432人 4人 8人 
⇒ 

436人 55人 

主任児童委員 47人 41人 0人 0人 41人 6人 

計 538人 473人 4人 8人  477人 61人 

 

２）欠員地区・町内の状況 

（民生委員・児童委員）                   （主任児童委員） 

地区 町内 欠員数  地区 欠員数 

柏崎 西類家、南類家 2  中居林 1 

吹上 
長者町、館越②、南類家一丁目②、類家南団地、 

５ 
 江陽 1 

春日町④   湊 1 

中居林 梨ノ木平③、石手洗①、石手洗団地  ３  白銀南 1 

小中野 南横町・浦町、諏訪一丁目、諏訪東、北青葉 ４  鮫 1 

湊 永楽町①、館鼻、青潮、岩渕① ４  大館 1 

白銀 大沢片平、第一三島・第二三島、坂ノ上・東坂ノ上 ３   計 ６ 

白銀南 
美保野・金吹沢、岬台三丁目、 

３ 
   

左部長根第一・岬台一丁目・岬台二丁目①    

根城 
熊野堂・西売市②、東根城②、根城三丁目①、 

４ 
   

南鹿島①    

白山台 西白山台（白山台市営住宅含む）①、笹子 ２    

上長 一番町②、張田② ２  
  

市川 
桔梗野１区・桔梗野８区、桔梗野６句・桔梗野７区、 

５ 
   

桔梗野９区、市川上、中平    

館 高岩 1    

大館 第二寺分②、新井田西①、第三寺分② ３    

東 

野ばら②、旭ヶ丘一丁目東・旭ヶ丘一丁目南、 

７ 
   

旭ヶ丘一丁目北・旭ヶ丘一丁目西、旭ヶ丘五丁目、    

桜ヶ丘一丁目、湊東町②、湊高台一丁目②    

下長 河原木市営 １    

根岸 洲先②、日計団地 ２    

南浜 大久喜 1    

南郷 泉清水、鳩田、大平（人形森含む） ３    

計 ５５ 
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民生委員審査専門分科会の職務と運営方法について 

１．民生委員審査専門分科会の職務 

職務１…民生委員・児童委員の適否の審査に関する事項の調査審議 

       （民生委員・児童委員の一斉改選時、欠員補充時など) 

 

○委嘱 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 民生委員推薦会の審査において、民生委員として適当であると判断された者に

ついて、市長が民生委員として適当でないと認めるときは、民生委員審査専門分科会

の意見を聴いて、民生委員推薦会に対し、再度、審査を命ずることができる（民生委

員法第７条１項要約）。 

 

○解嘱 

 

 

 

 

 

 

職務２…その他民生委員・児童委員に係る重要な事項に関する調査審議  

    （民生委員・児童委員の定数・区域割の見直し時など） 

２．民生委員審査専門分科会の運営方法 

① 会議の決議は、これをもって八戸市健康福祉審議会の決議とする。 

② 会議は、原則として公開するが、民生委員・児童委員の適否の審査に関す

る事項の調査審議を行う場合は、八戸市附属機関の会議の公開等に関する取

扱い（平成 20年４月１日実施）に基づき、非公開とする。 

③ 傍聴者は、会議で発言することはできない。 

④ 民生委員・児童委員の適否の審査に関する事項の調査審議を行う場合、会

議における発言の要旨は、会議録として記録するが公開しない。 

⑤ 会議は、事案発生時に適宜開催するものとする。 

③意見陳述 

②通告 

町内会等 市長 民生委員推薦会 

①推薦依頼 

②推薦 

③適否審査依頼 

④適否審査（※） 

  

⑥推薦 
厚生労働省 

市長 民生委員審査専門分科会 民生委員 

①諮問 

④同意 

厚生労働省 
⑤解嘱具申 

・適当 

民生委員審査専門分科会 

意見聴取 

再審査依頼 

・不適当 

⑤容認 
（適当の場合） 

参考資料１ 
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（参考）関係法令 

 

１ 社会福祉法 

（専門分科会） 

第十一条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査

審議するため、民生委員審査専門分科会を（中略）置く。 

 

２ 社会福祉法施行令 

（民生委員審査専門分科会） 

第二条 （略） 

２ （略） 

３ 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決

議とする。 

 

３ 民生委員法 

〔推薦〕 

第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを

委嘱する。 

２ 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された

民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、

都道府県に設置された社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七条

第一項に規定する地方社会福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」とい

う。）の意見を聴くよう努めるものとする。 

  

〔再推薦〕 

第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として

適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民

生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。 

  

〔解嘱〕 

第十一条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大

臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解

嘱することができる。  

一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合  

二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合  

三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合  

２ 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の

同意を経なければならない。 

 

第十二条 前条第二項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなす

に際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。  

２ 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から二週間以内に、地

方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。  
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３ 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議

会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。 

 

〔大都市の特例〕 

第二十九条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で

定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

条の十九第一項の指定都市（以下本条中「指定都市」という。）及び同法第

二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下本条中「中核市」という。）に

おいては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市（以下本条中

「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合においては、こ

の法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都

市等に適用があるものとする。 
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八戸市民生委員・児童委員候補者審査基準 

 
（趣旨） 

第１ この基準は、民生委員法第５条及び第６条に基づき八戸市が町内会等から推薦された民生

委員・児童委員（以下「民生委員」という。）候補者を審査するにあたっての基準を明らかに

するものである。 

 

（審査基準） 

第２ 審査にあたっては、次に掲げる要件を具備しているか否かをもって審査の基準とするこ

と。 

（１）八戸市議会議員の選挙権があること。 

（２）健康で、支障なく活動できること。 

（３）原則として、７８歳未満であること。 

（４）生活経験が豊かで、広く社会の実情に通じ、社会奉仕の精神に富み、社会福祉に対する理

解と熱意があること。 

（５）地域に相当の期間居住しており、地域の実情を充分把握し地域住民の信頼が厚いこと。 

（６）活動にあたっての時間的な余裕があり、長期不在のおそれがないこと。 

（７）家族の理解と協力が得られていること。 

（８）個人の人格を尊重し、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、生活上、精

神上、肉体上の秘密を固く守れること。 

（９）児童の心理を理解し、親しみを持って接することができること。 

（10）八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱第２条第１項第３号に

定める者でないこと。 

 

第３ 再任される民生委員の審査にあたっては、第２各号のほか次に掲げる要件も考慮するこ

と。 

（１）低所得者の実態把握を適切に行っていること。 

（２）高齢者世帯、母子世帯等の把握が適切であること。 

（３）児童委員として、適切に活動していること。 

（４）福祉事務所、児童相談所、その他の関係機関と協力しあっていること。 

（５）共同募金、ボランティア活動等への参加協力が積極的であること。 

（６）一斉改選時の継続再任者に限り地区民生委員児童委員協議会への過去２か年の出席率

が50パーセントを超えていること。 

（７）一斉改選時の継続再任者に限り活動記録等、各種報告の提出状況が良好であること。 

 

 

附 則 

この基準は、平成２９年２月１５日から実施する。 

 

 

 

 

参考資料２ 
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八戸市主任児童委員候補者審査基準 

 
（趣旨） 

第１ この基準は、民生委員法第５条及び第６条に基づき八戸市が地区民生委員児童委員協議会

から推薦された主任児童委員候補者を審査するにあたっての基準を明らかにするものである。 

 

（審査基準） 

第２ 審査にあたっては、次に掲げる要件を具備しているか否かをもって審査の基準とするこ

と。 

（１）八戸市議会議員の選挙権があること。 

（２）健康で、支障なく活動できること。 

（３）原則として、新任の場合は６５歳未満、再任の場合は７８歳未満であること。 

（４）生活経験が豊かで、広く社会の実情に通じ、社会奉仕の精神に富み、社会福祉に対する理

解と熱意があること。 

（５）地域に相当の期間居住しており、地域の実情を充分把握し地域住民の信頼が厚いこと。 

（６）活動にあたっての時間的な余裕があり、長期不在のおそれがないこと。 

（７）家族の理解と協力が得られていること。 

（８）個人の人格を尊重し、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、生活上、精

神上、肉体上の秘密を固く守れること。 

（９）児童の心理を理解し、親しみを持って接することができること。 

（10）八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱第２条第１項第３号に

定める者でないこと。 

（11）児童福祉に関する理解と熱意を有し、また次に例示する者など専門的知識・経験を有し、

地域における児童健全育成活動の中心となり、積極的な活動が期待できる者であること。 

①児童福祉施設等の長、児童指導員、保育士等として勤務した経験のある者 

②里親として児童養育の経験のある者 

③学校等の教員の経験がある者 

④保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者 

⑤子ども会、少年のスポーツ活動、少年補導活動、ＰＴＡ活動等の活動経験を有する者 

（12）女性の積極的登用に努め、原則として主任児童委員の定数の半数以上は女性となるよう努

めること。 

 

第３ 再任される主任児童委員及び現在民生委員・児童委員として活動している者から委嘱替え

される主任児童委員の審査にあたっては、第２各号のほか次に掲げる要件にも考慮すること。 

（１）関係機関との連絡・調整を適切に行っていること。 

（２）児童委員の活動に対する援助及び協力を行っていること。 

（３）委嘱替えの場合、児童委員としての活動実績が良好であること。 

（４）一斉改選時の継続再任者に限り地区民生委員児童委員協議会への過去２か年の出席

率が50パーセントを超えていること。 

（５）一斉改選時の継続再任者に限り活動記録等、各種報告の提出状況が良好であること。 

 

附 則 

この基準は、平成２９年２月１５日から実施する。 



○ 中谷委員 （八戸市小学校長会） 山口委員 ○

○ 吉田委員 （八戸学院大学） （八戸市民生委員児童委員協議会） 楢山委員 ○

福祉政策課
（司会）

○

○ 〇

○ ○

令和７年度 八戸市健康福祉審議会 民生委員審査専門分科会　席図

日時：令和８年３月23日（月）　14時00分　

場所：八戸市庁別館７階　会議室Ａ

○

田名部専門
分科会長

副専門
分科会長

（八戸市議会）

佐々木
福祉部長

小笠原
福祉部次長

兼福祉政策課長

（八戸地区介護保険事業者協会）

報道傍聴

出入口

(事務局）

○ ○

〇


